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墨田区介護保険条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
（特例地域密着型介護サービス費の額） 

第４条の２ 法第４２条の３第１項に規定す

る特例地域密着型介護サービス費の額は、

当該地域密着型サービス又はこれに相当す

るサービスについて法第４２条の２第２項

各号の厚生労働大臣が定める基準により算

定した費用の額（その額が現に当該地域密

着型サービス又はこれに相当するサービス

に要した費用（地域密着型通所介護、認知

症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介

護、認知症対応型共同生活介護、地域密着

型特定施設入居者生活介護、地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型

サービス並びにこれらに相当するサービス

に要した費用については、食事の提供に要

する費用、居住に要する費用その他の日常

生活に要する費用として厚生労働省令で定

める費用を除く。）の額を超えるときは、

当該現に地域密着型サービス又はこれに相

当するサービスに要した費用の額）の１０

０分の９０に相当する額とする。 

（特例介護予防サービス費の額） 

第７条 法第５４条第１項に規定する特例介

護予防サービス費の額は、当該介護予防サ

ービス又はこれに相当するサービスについ

て法第５３条第２項各号の厚生労働大臣が

定める基準により算定した費用の額（その

額が現に当該介護予防サービス又はこれに

相当するサービスに要した費用（特定介護

予防福祉用具の購入に要した費用を除き、

介護予防通所リハビリテーション、介護予

防短期入所生活介護、介護予防短期入所療

養介護及び介護予防特定施設入居者生活介

護並びにこれらに相当するサービスに要し

た費用については、食事の提供に要する費

用、滞在に要する費用その他の日常生活に

要する費用として厚生労働省令で定める費

用を除く。）の額を超えるときは、当該現

に介護予防サービス又はこれに相当するサ

ービスに要した費用の額）の１００分の９

 〔同左〕 

第４条の２ 法第４２条の３第１項に規定す

る特例地域密着型介護サービス費の額は、

当該地域密着型サービス又はこれに相当す

るサービスについて法第４２条の２第２項

各号の厚生労働大臣が定める基準により算

定した費用の額（その額が現に当該地域密

着型サービス又はこれに相当するサービス

に要した費用（認知症対応型通所介護、小

規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同

生活介護、地域密着型特定施設入居者生活

介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護並びにこれらに相当するサービ

スに要した費用については、食事の提供に

要する費用、居住に要する費用その他の日

常生活に要する費用として厚生労働省令で

定める費用を除く。）の額を超えるときは、

当該現に地域密着型サービス又はこれに相

当するサービスに要した費用の額）の１０

０分の９０に相当する額とする。 

 

 〔同左〕 

第７条 法第５４条第１項に規定する特例介

護予防サービス費の額は、当該介護予防サ

ービス又はこれに相当するサービスについ

て法第５３条第２項各号の厚生労働大臣が

定める基準により算定した費用の額（その

額が現に当該介護予防サービス又はこれに

相当するサービスに要した費用（特定介護

予防福祉用具の購入に要した費用を除き、

介護予防通所介護、介護予防通所リハビリ

テーション、介護予防短期入所生活介護、

介護予防短期入所療養介護及び介護予防特

定施設入居者生活介護並びにこれらに相当

するサービスに要した費用については、食

事の提供に要する費用、滞在に要する費用

その他の日常生活に要する費用として厚生

労働省令で定める費用を除く。）の額を超

えるときは、当該現に介護予防サービス又

はこれに相当するサービスに要した費用の



０に相当する額とする。 

（賦課期日後に第１号被保険者の資格の取

得又は喪失等があった場合の取扱い） 

第１４条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項

第１号イ（同号イに規定する老齢福祉年金

の受給権を有するに至った者及び同号イ⑴

に係る者を除く。）、ロ若しくはニ、第２

号ロ、第３号ロ、第４号ロ若しくは第５号

ロ又は第１０条第１項第６号イ、第７号イ、

第８号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１

号イ若しくは第１２号イに該当するに至っ

た第１号被保険者に係る保険料の額は、当

該該当するに至った日の属する月の前月ま

で月割りにより算定した当該第１号被保険

者に係る保険料の額と当該該当するに至っ

た日の属する月から令第３９条第１項第１

号から第５号まで及び第１０条第１項第６

号から第１２号までのいずれかに規定する

者として月割りにより算定した保険料の額

との合算額とする。 

４ 〔略〕 

 （保険料の徴収猶予） 

第２０条 〔略〕 

２ 前項の規定により保険料の徴収猶予を受

けようとする者は、次に掲げる事項を記載

した申請書に徴収猶予を必要とする理由を

証する書類を添付して、区長に提出しなけ

ればならない。 

 ⑴ 第１号被保険者及び生計維持者の氏名、

  住所及び個人番号（行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等 

  に関する法律（平成２５年法律第２７号）

  第２条第５項に規定する個人番号をいう。

  次条において同じ。） 

 ⑵・⑶ 〔略〕 

（保険料の減免） 

第２１条 〔略〕 

２ 前項の規定により、保険料の減額又は免

除（以下「減免」という。）を受けようと

する者は、当該保険料の減免を受けようと

する月の末日までに、次に掲げる事項を記

額）の１００分の９０に相当する額とする。 

〔同左〕 

 

第１４条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項

第１号イ（同号イに規定する老齢福祉年金

の受給権を有するに至った者及び同号イ⑴

に係る者を除く。）、ロ若しくはニ、第２

号ロ、第３号ロ、第４号ロ若しくは第５号

ロ又は第１０条第６号イ、第７号イ、第８

号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ

若しくは第１２号イに該当するに至った第

１号被保険者に係る保険料の額は、当該該

当するに至った日の属する月の前月まで月

割りにより算定した当該第１号被保険者に

係る保険料の額と当該該当するに至った日

の属する月から令第３９条第１項第１号か

ら第５号まで及び第１０条第６号から第１

２号までのいずれかに規定する者として月

割りにより算定した保険料の額との合算額

とする。 

４ 〔略〕 

 〔同左〕 

第２０条 〔略〕 

２ 〔同左〕 

 

 

 

 

 ⑴ 第１号被保険者及び生計維持者の氏名

及び住所 

 

 

 

 

 ⑵・⑶ 〔略〕 

〔同左〕 

第２１条 〔略〕 

２ 前項の規定により、保険料の減額又は免

除（以下「減免」という。）を受けようと

する者は、普通徴収の方法により保険料を

徴収されている者にあっては納期限前７日



載した申請書に減免を必要とする理由を証

する書類を添付して、区長に提出しなけれ

ばならない。 

 

 

 

 ⑴ 第１号被保険者及び生計維持者の氏名、

  住所及び個人番号 

 ⑵・⑶ 〔略〕 

３・４ 〔略〕 

までに、特別徴収の方法により保険料を徴

収されている者にあっては特別徴収対象年

金給付の支払に係る月の前前月の１５日ま

でに、次に掲げる事項を記載した申請書に

減免を必要とする理由を証する書類を添付

して、区長に提出しなければならない。 

 ⑴ 第１号被保険者及び生計維持者の氏名

及び住所 

 ⑵・⑶ 〔略〕 

３・４ 〔略〕 
  

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第４条の２及び第７条の規定は、平成２８年４月１日以

後に行う保険給付から適用し、同日前に行われた保険給付については、なお従前の

例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する

ための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１条の

規定によりなお効力を有することとされた介護保険法（平成９年法律第１２３号）

第５４条第３項の規定が適用される場合は、この条例による改正前の第７条の規定

は、なおその効力を有する。 


